
日高村地域経済循環創造事業補助金交付要綱 

令和７年１月 8日告示第５７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業

者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、日高村地域経済

循環創造事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、地域経済循環創造

事業交付金交付要綱（平成２５年２月２７日付け総行政第２９号総務大臣通知。以下「総務省

要綱」という。）及び日高村補助金等交付規則（平成１２年日高村規則第１６号）に定めるも

ののほか必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する者で、総務省要綱に基づく地

域経済循環創造事業交付金の交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等（以下「補助対象

者」という。）とする。 

（１） 村内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。 

（２） 村が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。 

（３） 村税を滞納していないこと。 

（４） 日高村暴力団排除条例（平成２３年日高村条例第９号）第２条第１号に規定する暴力団

又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しない者又は暴力団等と密接な関係を有していない

こと。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費は、総務省要綱第５条第１項に規定する経費とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象者の自己資金等の合計

額を差し引いた額とし、１事業当たり次に掲げる額で予算の範囲内とする。ただし、算出され

た額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（１） 融資額等が補助金額と同額以上１．５倍未満の額の場合 ２，５００万円 

（２） 融資額等が補助金額の１．５倍以上２倍未満の額の場合 ３，５００万円 

（３） 融資額等が補助金額の２倍以上の額の場合 ５，０００万円 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、日高村地域経済循環創造事業補助金交付

申請書（様式第１号）に、次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。 

（１） 実施計画書 

（２） 初期投資に係る事業内容が分かる書類 

（３） その他村長が必要と認める書類 

２ 補助対象者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう



ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除で

きる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費

税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう（以下「消費税等仕入控除税額」という。））を減

額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らか

でないものについては、この限りでない。 

（補助金交付の決定） 

第６条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は

不交付について決定し、日高村地域経済循環創造事業補助金交付・不交付決定通知書（様式第

２号）により、申請者に通知するものとする。 

（概算払） 

第 7 条 村長が必要であると認めた場合は、前条の規定による交付決定の後に概算払をすること

ができる。 

２ 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は、日高村地域経済循環創造事業補

助金概算払請求書（様式第３号）を村長に提出し、交付を受けるものとする。 

（状況の報告） 

第８条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、村

長から求めがあったときは、日高村地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書（様式第４

号）により事業の遂行状況を報告しなければならない。 

（補助事業の変更等） 

第９条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ日高村地域経済循

環創造事業補助金事業計画変更・中止・廃止承認申請書（様式第５号）を村長に提出し、承認

を受けなければならない。 

（１） 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の１０パ

ーセント以内の流用を除く。 

（２） 融資額を減額しようとする場合 

（３） 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

ア補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、よ

り能率的な補助対象事業の目的の達成に資するものと考えられる場合 

イ補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合 

（４） 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

（５） 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して３０日以内又は補助金の

交付を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、日高村地域経済循環創造事業補

助金実績報告書（様式第６号）を村長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 



第１１条 村長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容の審査を行い、補助金の

額を確定し、日高村地域経済循環創造事業補助金交付額確定通知書（様式第７号）により、補

助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１２条 村長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、日高村地域経済循環創造事業補助金

精算払請求書（様式第８号）を村長に提出するものとする。 

（事業完了後の事業実施状況報告） 

第１３条 村長は補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、

取り組んだ補助事業の実施状況について報告を求めることができる。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 村長は、補助事業者が総務省要綱第１８条第１項各号のいずれかに該当すると認める

ときは、第６条による決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

２ 村長は、前項による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助

金を既に交付しているときは、日高村地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書（様式第９

号）により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき（総務省要綱第１６条第１

項第４号の場合を除く。）は、当該返還の命令がなされた日から２０日以内に返還するものと

し、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に総務省要綱で

定められた利率を用いて算出した額を当該補助金の額に加算して納付しなければならない。 

（返還金） 

第１５条 村長は、総務省要綱第２２条第３項の規定により総務大臣から交付金の全部又は一部

に相当する額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一

部に相当する金額の返還を命ずることができる。 

２ 前項の規定により返還を命ずることができる金額の返還期限は、当該返還の命令がなされた

日から２０日以内とする。 

（財産の処分の制限） 

第１６条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産（以下

「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のものを総務

省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・自治省令第６号）第８条に定める期間

内に処分しようとするときは、あらかじめ日高村地域経済循環創造事業補助金財産処分等承認

申請書（様式第１０号）を村長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 村長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、

当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ず

ることができる。 

（補則） 



第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

附則 

この要綱は、令和７年１月 8日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号(第５条関係) 

 

年  月  日  

 

日高村長      様 

 

 

申請者  所 在 地          

団 体 名          

代表者名          

電話番号          

 

 

日高村地域経済循環創造事業補助金交付申請書 

 

 

   年度において、日高村地域経済循環創造事業補助金の交付を受けたいの

で、日高村地域経済循環創造事業補助金交付要綱第５条の規定により、下記のと

おり申請します。 

 

 

記 

 

 

    １ 補助金交付申請額 

     日高村地域経済循環創造事業補助金                  円 

 

  ２ 補助事業の完了予定年月日 

          年  月  日 

 

  ３ 添付書類 

   (１) 地域経済循環創造事業実施計画書 

   (２) 初期投資に係る事業内容が分かる書類(見積書の写し、図面等) 

   (３) その他村長が必要と認めるもの（村税の滞納がない証明書、申請者の 

全部事項証明書（謄本）） 

 



様式第２号(第６条関係) 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

日高村長 

 

日高村地域経済循環創造事業補助金交付・不交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった標記補助金について、下記のとおり決定した

ので、日高村地域経済循環創造事業補助金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 交付・不交付の決定  交付・不交付 

 

３ 補助金交付決定額  金         円 

 

４ 条件のある場合 

 

５ 不交付の理由（不交付の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第３号(第７条関係) 

  年  月  日 

 

  日高村長    様 

 

申請者  所 在 地          

団 体 名          

代表者名          

電話番号          

 

日高村地域経済循環創造事業補助金概算払請求書 

 

      年  月  日付け  第  号で額の決定通知があった標記の補助金につ

いて、日高村地域経済循環創造事業補助金交付要綱第条７条の規定により下記のとおり

請求します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 金額                   円 

３ 振込先 

  金融機関名               本店・支店 

  預金の種別 

  口座番号 

  ふりがな 

  口座名義 

 

※補助金交付額決定通知書（写）を添付すること。 

 

 

  



様式第４号(第８条関係) 

 

  年  月  日 

 

  日高村長 様 

 

申請者       

 

日高村地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書 

 

    年  月  日付け第  号で交付決定のあった標記補助金について、 

  年  月  日現在の遂行状況を別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

  



様式第５号(第９条関係) 

  年  月  日 

 

  日高村長     様 

 

申請者  所 在 地          

団 体 名          

                                                            代表者名          

                                                            電話番号          

 

日高村地域経済循環創造事業補助金計画変更・中止・廃止承認申請書 

 

      年  月  日付け  第  号で交付決定のあった標記補助金の補助事業

について、下記の理由により計画変更・中止・廃止の承認を受けたいので、日高村地域経

済循環創造事業補助金交付要綱第９条の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

交 付 決 定 年 月 日       年   月   日 

番 号      第       号 

補 助 年 度      年度 

補助事業の内容 

 変更前 

 変更後 

変更又は中止  

(廃止)の理由 

  

変更又は中止 (廃止) の年月日       年  月  日(予定) 

 

 

 

  



様式第６号(第１０条関係) 

  年  月  日 

 

  日高村長     様 

 

                                                      申請者  所 在 地          

団 体 名          

                                                              代表者名          

                                                              電話番号          

 

日高村地域経済循環創造事業補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け  第  号で交付決定のあった標記補助金の補助事業が

完了したので、日高村地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１０条の規定により関係

書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 補助金交付決定額  金         円 

 

３ 事業実施期間    年  月  日から    年  月   日まで 

 

４ 関係書類 

 (１) 収支精算書 

 (２) 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し 

 (３) 写真(事業の完了が確認できるもの) 

 (４) 融資機関からの融資決定通知等融資額を確認できる書類 

 (５) その他村長が必要と認めるもの 

 

  



様式第７号(第１１条関係) 

第     号 

  年  月  日 

 

           様 

 

                                                               日高村長       

 

日高村地域経済循環創造事業補助金交付額確定通知書 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった標記補助金について、下記のとおり交付

額を確定したので、日高村地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１１条の規定により

通知します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 補助金交付確定額  金         円 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第８号(第１２条関係) 

  年  月  日 

 

  日高村長    様 

 

申請者  所 在 地          

団 体 名          

代表者名          

電話番号          

 

日高村地域経済循環創造事業補助金精算払請求書 

 

      年  月  日付け  第  号で額の確定通知があった標記の補助金につ

いて、日高村地域経済循環創造事業補助金交付要綱第条１２条の規定により下記のとお

り請求します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 金額                   円 

３ 振込先 

  金融機関名               本店・支店 

  預金の種別 

  口座番号 

  ふりがな 

  口座名義 

 

※補助金交付額確定通知書（写）を添付すること。 

 

 

  



様式第９号(第１４条関係) 

第     号 

  年  月  日 

 

           様 

 

日高村長        

 

日高村地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書 

 

    年  月  日付けで交付決定された日高村地域経済循環創造事業補助金の補助

金事業に係る補助額について、金     円の返還を命じる。 

  なお、返還の期限は、日高村地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１４条第２項の規

定に基づき、本通知の日から２０日以内とする。 

 

  



様式第１０号(第１６条関係) 

年  月  日  

日高村長  様 

 

申請者 所 在 地       

団 体 名        

代表者名       

電話番号       

 

日高村地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書 

 

 標記について、地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１６条の規定に基づき、下記のと

おり財産処分の承認を受けたいので、申請する。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 事業者の名称・所在地・代表者氏名 

 

３ 総事業費 

 

４ 補助対象経費 

 

５ 処分する施設・設備の名称 

 

６ 処分内容 

 

７ 処分する理由 

 

 

１  処分する施設・設備の名称の欄には、処分する財産を具体的に記載すること。例えば、

施設については、所在地、種類、構造及び床面積並びに申請時における具体的な用途を、設

備については、申請時における具体的な用途を記載すること。  

２  処分内容の欄には、処分の種類（売却、賃貸等）、処分の相手方（買主、借主等）、処

分の対価（売却価格、賃貸料等）等を記載すること。 


